
議案第１４号 

 

大口町介護保険条例の一部改正について 

 

大口町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

令和３年３月２日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、大口町第８期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画

の策定並びに低所得者の保険料軽減の実施等により、この条例の一部を改正するた

め必要があるからである。 

- 1 -



大口町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

大口町介護保険条例（平成１２年大口町条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

第４条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め、同項第１号中「２万１，８２５円」を「２万４，７９５円」に

改め、同項第２号中「３万１，５２５円」を「３万５，８１５円」に改め、同項第

３号中「３万３，９５０円」を「３万８，５７０円」に改め、同項第４号中「３万

８，８００円」を「４万４，０８０円」に改め、同項第５号中「４万８，５００円」

を「５万５，１００円」に改め、同項第６号中「５万８，２００円」を「６万６，

１２０円」に改め、同号イ中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１

項」を、「特別控除額を控除して得た額」の次に「とし、当該合計所得金額が零を下

回る場合には、零」を加え、同号ロ中「又は第１０号ロ」を「、第１０号ロ、第１

１号ロ、第１２号ロ、第１３号ロ又は第１４号ロ」に改め、同項第７号中「６万６

２５円」を「６万８，８７５円」に改め、同号イ中「２００万円」を「２１０万円」

に改め、同号ロ中「又は第１０号ロ」を「、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、

第１３号ロ又は第１４号ロ」に改め、同項第８号中「７万２，７５０円」を「８万

２，６５０円」に改め、同号イ中「３００万円」を「３２０万円」に改め、同号ロ

中「又は第１０号ロ」を「、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、第１３号ロ又

は第１４号ロ」に改め、同項第９号中「７万７，６００円」を「８万８，１６０円」

に改め、同号イ中「５００万円」を「４００万円」に改め、同号ロ中「又は次号ロ」

を「、次号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、第１３号ロ又は第１４号ロ」に改め、同

項第１０号中「８万４，８７５円」を「９万６，４２５円」に改め、同号イ中「１，

０００万円」を「６００万円」に改め、同号ロ中「（(1)に係る部分を除く。）」の次

に「、次号ロ、第１２号ロ、第１３号ロ又は第１４号ロ」を加え、同項第１１号中

「８万９，７２５円」を「１２万１，２２０円」に改め、同号を同項第１５号とし、

同項第１０号の次に次の４号を加える。 

(11) 次のいずれかに該当する者 ９万９，１８０円 
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イ 合計所得金額が８００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態になるもの（令第３９条第

１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号ロ、第１３号ロ又は第１４号ロ

に該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １０万４，６９０円 

イ 合計所得金額が１，０００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態になるもの（令第３９条第

１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号ロ又は第１４号ロに該当する者

を除く。） 

(13) 次のいずれかに該当する者 １１万２００円 

イ 合計所得金額が１，５００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態になるもの（令第３９条第

１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号ロに該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １１万５，７１０円 

イ 合計所得金額が２，０００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態になるもの（令第３９条第

１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第４条第３項中「１万２，１００円」を「１万３，７００円」に改め、同条第４

項中「１万９，４００円」を「２万２，０００円」に改め、同条第５項中「３万１，

５００円」を「３万５，８００円」に改める。 
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附則に次の１条を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第９条 第１号保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の

算定についての第４条第１項（第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、第１

０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ及び第１５号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号イ中「租税特別措置法」とあ

るのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所

得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額について

は、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第

１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該

額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとす

る。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものと

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の大口町介護保険条例第４条の規定は、令和３年度分の

保険料から適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例

による。 
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大口町介護保険条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。 

第４条 平成３０年度から令和２年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

(1) 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ２

万４，７９５円 

(1) 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ２

万１，８２５円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３

万５，８１５円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３

万１，５２５円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３

万８，５７０円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３

万３，９５０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４

万４，０８０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ３

万８，８００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５

万５，１００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ４

万８，５００円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ６万６，１

２０円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ５万８，２

００円 

イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第

３５条の３第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零と

する。以下この項において同じ。）が１

２５万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とする。以下この項において同

じ。）が１２５万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

ロ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第２項に規定する要保護者

ロ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第２項に規定する要保護者
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新 旧 

（以下「要保護者」という。）であっ

て、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）、次号ロ、第８号ロ、

第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第

１２号ロ、第１３号ロ又は第１４号ロに

該当する者を除く。） 

（以下「要保護者」という。）であっ

て、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）、次号ロ、第８号ロ、

第９号ロ又は第１０号ロに該当する者を

除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ６万８，８

７５円 

(7) 次のいずれかに該当する者 ６万６２５

円 

イ 合計所得金額が２１０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 合計所得金額が２００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号

ロ、第１２号ロ、第１３号ロ又は第１４

号ロに該当する者を除く。） 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ、第９号ロ又は第１０号ロに該当する

者を除く。） 

(8) 次のいずれかに該当する者 ８万２，６

５０円 

(8) 次のいずれかに該当する者 ７万２，７

５０円 

イ 合計所得金額が３２０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 合計所得金額が３００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号

ロ、第１３号ロ又は第１４号ロに該当す

る者を除く。） 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ又は第１０号ロに該当する者を除

く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者 ８万８，１

６０円 

(9) 次のいずれかに該当する者 ７万７，６

００円 
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新 旧 

イ 合計所得金額が４００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 合計所得金額が５００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、第１３号

ロ又は第１４号ロに該当する者を除

く。） 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次

号ロに該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 ９万６，

４２５円 

(10) 次のいずれかに該当する者 ８万４，

８７５円 

イ 合計所得金額が６００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

イ 合計所得金額が１，０００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ、第１２号ロ、第１３号ロ又は第１４

号ロに該当する者を除く。） 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当

する者を除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 ９万９，

１８０円 

 

イ 合計所得金額が８００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態になるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ、第１３号ロ又は第１４号ロに該当す

る者を除く。） 

 

(12) 次のいずれかに該当する者 １０万

４，６９０円 
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新 旧 

イ 合計所得金額が１，０００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態になるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ又は第１４号ロに該当する者を除

く。） 

 

(13) 次のいずれかに該当する者 １１万２

００円 

 

イ 合計所得金額が１，５００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態になるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次

号ロに該当する者を除く。） 

 

(14) 次のいずれかに該当する者 １１万

５，７１０円 

 

イ 合計所得金額が２，０００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

 

ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態になるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当

する者を除く。） 

 

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 １

２万１，２２０円 

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 ８

万９，７２５円 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者につ ３ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者につ
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いての保険料の減額賦課に係る保険料率は、

同号の規定にかかわらず、１万３，７００円

とする。 

いての保険料の減額賦課に係る保険料率は、

同号の規定にかかわらず、１万２，１００円

とする。 

４ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る保険料率は、

同号の規定にかかわらず、２万２，０００円

とする。 

４ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る保険料率は、

同号の規定にかかわらず、１万９，４００円

とする。 

５ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る保険料率は、

同号の規定にかかわらず、３万５，８００円

とする。 

５ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る保険料率は、

同号の規定にかかわらず、３万１，５００円

とする。 

   附 則    附 則 

第１条～第８条 略 第１条～第８条 略 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率

の算定に関する基準の特例） 

 

第９条 第１号保険者のうち、令和２年の合計

所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第２８条第１項に規定する給与所得又は

同法第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得が含まれている者の令和３年度にお

ける保険料率の算定についての第４条第１項

（第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ及び第１５号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、同

項第６号イ中「租税特別措置法」とあるの

は、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第２８条第１項に規定する給与所得及び同法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得の合計額については、同法第２８条第２

項の規定によって計算した金額及び同法第３

５条第２項第１号の規定によって計算した金

額の合計額から１０万円を控除して得た額

（当該額が零を下回る場合には、零とす

る。）によるものとし、租税特別措置法」と

する。 

 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料  
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率の算定について準用する。この場合におい

て、同項中「令和２年」とあるのは、「令和

３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険

料率の算定について準用する。この場合にお

いて、同項中「令和２年」とあるのは、「令

和４年」と読み替えるものとする。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

 介護保険条例について、次の改正を行います。 

(1) 大口町第８期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に伴う介護

保険料金額の改定 

(2) 令和２年度に引き続き低所得者の第１号被保険者保険料軽減の実施による

改正 

(3) 平成３０年度税制改正及び令和２年度税制改正に伴い介護保険法施行令の

規定の見直しがされたことによる改正 

 

２ 改正の概要 

(1) 大口町第８期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に伴う改正 

（第４条関係） 

「介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画」は３年に１度見直しを行いま

す。同計画では、計画期間中の介護保険料を決定しており、令和３年度は第８

期計画（令和３年度から令和５年度まで）の初年度に当たるため、介護保険条

例に規定している介護保険料について改正を行います。 

ア 保険料の改定を行います。 

介護保険料 基準額を５５，１００円（月額４，５９６円）とします。 

（第７期計画 基準額４８，５００円（月額４，０４１円）） 

  イ 介護保険料段階を１１段階から１５段階とします。 

    第７段階から第１１段階までの５段階を第７段階から第１５段階までの９

段階とし、これまでより、所得に応じた負担割合としました。 

≪別紙資料≫参照 
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(2) 低所得者の保険料軽減（第４条第３項、第４項、第５項関係） 

令和３年度も昨年度に引き続き、保険料段階第１段階から第３段階までの低

所得者の保険料軽減を行います。（軽減後の保険料率は昨年度と同じです。） 

ア 第１段階の方の保険料を２４，７９５円から１３，７００円に軽減します。 

イ 第２段階の方の保険料を３５，８１５円から２２，０００円に軽減します。 

ウ 第３段階の方の保険料を３８，５７０円から３５，８００円に軽減します。 

 ≪別紙資料≫参照 

 

(3) 介護保険法施行令の規定の見直しに係る改正（第４条、附則第９条関係） 

ア 平成３０年度税制改正及び令和２年度税制改正による影響軽減に伴う改正 

平成３０年度税制改正において、給与所得控除・公的年金等控除について

１０万円引き下げるとともに、基礎控除を１０万円引き上げることとなりま

した。これに伴い意図せざる影響や不利益を生じないように見直します。 

   （改正内容） 

    保険料率算定に関する基準の特例として、年金等所得を有する第１号被

保険者の給与所得及び公的年金等所得の合計額から１０万円を控除しま

す。（当該額が零を下回る場合には、零とします。） 

イ 令和２年度税制改正による影響に伴う改正 

    令和２年度税制改正において、個人が令和２年７月１日から令和４年１２

月３１日までの間に低未利用地の譲渡をした場合には、特別控除として、低

未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から１００万円を控除する

ことができることとされたことにより改正します。（租税特別措置法第３５

条の３第１項） 

   （改正内容） 

     介護保険条例第４条に規定する保険料率を定める合計所得金額を求める

控除に低未利用土地等にかかる特別控除を加えます。 
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３ 施行期日 

令和３年４月１日から施行します。 
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